
1 課題設定と先行研究との関係

1．1 社会保険の財源としての社会保険料と

一般財源

日本の社会保障は，1960年代初頭に国民皆保

険・皆年金を実現し，「福祉国家」としての基礎

を確立することとなった。

日本の社会保障制度の中核には医療・年金等の

社会保険制度があるが，その財源に高率の公費負

担（一般財源）が導入されていることが特徴となっ

ている。

このような社会保険財源に社会保険料収入のみ

ならず多額の一般財源が導入されている財源構造

は，国民皆保険・皆年金の成立期に，当時の社会

経済情勢の下での政策選択の過程において確立さ

れたものであった。そうであれば，社会保険方式

として設計されながら，一方で一般財源からも高

率の公費負担を導入するという財源選択が，どの

ような論理に導かれて立案されたのかが重要な課

題と考えられる。

そこには，一つの疑問が存在する。租税方式で

はなく，なぜ社会保険方式が選択されたのかとい

う点と同時に，社会保険方式が選択されたのにも
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国民皆年金成立時の財源確保の論理

福祉国家の社会保障財源の確保を巡って
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拘らず，なぜ，高率の国庫負担が導入されたのか，

という点である。これを裏からみれば，高率の国

庫負担（一般財源）の導入が必要であったにもか

かわらず，なぜ，社会保険方式が採用されたのか，

ということである。

社会保障を巡る租税方式と社会保険方式のどち

らを重視するのかを巡っては，長い論争の歴史が

あり，今も継続しているが，この論争には本稿で

は踏み込まない。なぜなら，上記の疑問に答える

ためには，租税方式重視か社会保険方式重視かと

いう二者択一の論理では説明できないと考えられ

るからである。日本に特徴的な財源構造が形成さ

れる歴史過程を検証することにより，初めて解明

できるものと考えるからである。

そこで，具体的に着目するのは，50年代末か

ら60年代初頭における国民年金の創設による国

民皆年金の実現過程に現れた財源確保の論理であ

る。なぜなら，この時，国民年金は社会保険制度

として，当時としては異例に高率な給付に要する

費用の 1/3を国庫が負担することとされたので

ある。

本稿は，国民皆年金成立時に，いかなる財源確

保の論理に導かれて，制度設計が行われたのかを，

当時の政策立案者の制度設計の過程を再検証する

ことにより明らかにしていくことを課題とする。

1．2 先行研究との関係

国民年金法の成立過程を，戦後の軍人恩給の停

止以来の社会保障の整備の歴史の中で，丹念に論

じた先駆的研究として，横山和彦の「『国民年金

制度』成立史」（日本社会事業大学編『戦後日本

の社会事業』勁草書房，1967年）がある。

また，国民年金を含む公的年金と公的扶助を一

体的に所得保障制度として，制度の形成過程を包

括的・時系列的に検証したものとして村上貴美子

の『戦後所得保障制度の検証』（勁草書房，2000

年）がある。「運動論ないし理念型のような演繹

法は用いず，可能なかぎり第一次資料を発掘し，

徹底した帰納法を用いる」とした本書は，日本の

「所得保障制度の形成過程を，発展史として検証

する」（1）ものである。村上は「わが国の所得保障

制度は，1961年の国民皆年金制度の成立をもっ

て基礎を確立した」（2）としており，その意味でも

国民年金の発足は，日本の社会保障制度における

一つの画期となるものであった。

さて，本稿が具体的に注目するのは，制度立案

過程を実質的に担ったのが誰であり，彼らを導い

た財源確保の論理が何であったかという点である。

この点に関して，中尾友紀は，国民年金法の立

案過程について，自民党および厚生省の動向に焦

点を絞って検討し，そこで厚生省の事務局の責任

者であった小山進次郎が重要な役割を果たしたこ

とを明らかにしている（3）。一圓光彌は，皆年金体

制の実現の特徴を積立方式社会保険年金と経過的，

補完的な無拠出年金，世帯単位の被用者保険と個

人単位の国民年金の併存ととらえた（4）。一圓もこ

れらの特徴を持つ制度設計がなされたのには小山

の考えがあったことを指摘している。国民年金の

政策決定過程において厚生省官僚の役割の重要性

については，新川敏光も言及している（5）。新川は，

改革の経路依存性を社会的連帯の観点から批判的

に論じた。新川は社会的連帯の観点を，特に税方

式の年金制度が実現しなかった経緯（6）との関連

で論じている。すなわち，増税・新税を伴う無拠

出制年金を国民に訴える政治的意志・ヴィジョン

が存在せず，経路依存的な選択の結果として拠出

制積立方式が採用され，社会的連帯システムとし

て最も限定的な制度となったとした。百瀬優は，

創設時の国民年金制度の特徴を適用範囲の限定，

社会保険方式，積立方式とし，この修正過程とし

てその後の制度改正を論じている（7）。百瀬は税方

式への改編が行われなかった理由として「財源調

達する際に税よりも保険料の方が取りやすいこ

と」（8）を挙げている。百瀬はまた保険料負担と保

険給付の間の有償関係の修正過程で，連帯意識の

醸成が伴わないままであったことを指摘（9）して

いるが，連帯意識が醸成されなかった理由につい

て社会保険方式が維持されたという以上の言及は

ない。

先行諸研究は，共通して厚生省官僚，なかんず

く政策立案の責任者であった小山の存在に注目し，

また，特に新川，百瀬は社会的連帯（10）の観点を
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重視しつつこれを税方式と関連づけて論じている。

しかし，一般に何らかの社会的共同体により共同

体の構成員が個人として単独では充足困難な需要

を共同で充足するという財政の基本的機能（「共

同需要の共同充足」（11））の一つのメニューとして

社会保障を考えれば，租税方式であれ社会保険方

式であれその本質に違いはない。社会の構成員の

間の何らかの連帯により支えられるものであるこ

とは共通しているものである。

このため，連帯意識がなぜ醸成されなかったの

か，なぜ税よりも保険料の方が取りやすいと考え

られるに至ったのかを明らかにするためには，制

度として税方式ではなく社会保険方式が選択され

たという事実にのみに着目するのでは，不十分で

ある。求められるのは，社会保険方式が選択され

る政策立案の過程において，いかなる財源確保の

論理が用いられ，それがどのように国民に対して

説明されたのかを明らかにすることではないだろ

うか。

本稿では，政策立案に重要な役割を果たしたと

される小山等が，当時直面した政策課題と社会経

済情勢という歴史的な制約条件の中で，いかなる

財源確保の論理を選択して制度設計を導き，それ

をどのように国民に説明したのかを，当時の小山

の発言等を通じて具体的に再検証していくことと

する。

そこで明らかになるのは，積立方式年金を採用

して保険料徴収を確保するための論理として保険

料の対価性が強調される一方，同時に採用された

高率の国庫負担の財源を確保する論理は等閑視さ

れる過程であった。

2 国民年金制度の創設過程

2．1 保守合同に伴う政治的アジェンダ設定

まずは，国民年金制度の成立に至る政治過程の

概略を押さえることにより，国民年金の立案がど

のような政治的な環境の下で行われたのかを明ら

かにする。

全国民を対象とする年金制度については，1954

年厚生年金保険法抜本改正時に付帯決議で「国民

年金制度樹立」が明記されたことにより，政治課

題として明示的に浮上することとなった。厚生年

金の改正を機に，被用者年金としての公的年金の

埒外に置かれた人々への施策に関心が高まったこ

とによるものである。

それに先立つ1953年10月に左右両派社会党が

発表した社会保障政策は，ともに厚生年金保険制

度の改善及び一般国民に対する年金制度の適用を

掲げていたが，特に右派社会党の要綱には，一般

農漁民及び中小企業等の自営業者に対する国民年

金制度の創設が謳われ，政党が国民年金制度を取

り上げた最初のものとされる（12）。1955年2月の

総選挙においては，当時の与党たる日本民主党も

「できる限り速やかな総合的年金制度の確立」を

公約した（13）。

1955年10月，左右両派を統一した社会党は，

「社会保障新政策の概要」を公表し，年金制度は，

自営業者，農漁民を対象とする国民年金制度，厚

生年金，無拠出年金の三本建てとする構想を提案

した（14）。1955年11月保守合同により結党された

自由民主党（以下「自民党」という。）は，六大

政綱の一つとして，「4福祉社会の建設」を掲げ，

その一般政策の中で「国民年金制度の創設を期し，

調査機関を設ける。」（15）とした。

保守，革新両陣営の統一後初めての1956年7

月の参議院選挙において，両党は社会保障政策の

スローガンとして年金制度を大きく取り上げた。

12月には鳩山内閣から石橋内閣への交代が行わ

れ，新内閣の重要政策の一環として国民年金制度

準備費が1957年度予算に計上され，国民年金委

員を設置することとされた（16）。

1957年初め第 26回国会において，神田博厚生

大臣は，1959年度を国民年金制度の実施の初年

度として準備を進める旨発言するに至った（17）。

1957年5月には，岸信介内閣総理大臣が，社会

保障制度審議会（18）（以下「制度審」という。）に

「国民年金制度に関する基本方策」を諮問する。

このように政治主導で設定された期限（1959

年度発足）に合わせて極めて短期間のうちに制度

設計が行われたこと（19）が，国民年金制度の立案

過程の特徴であった。
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2．2 厚生省による制度設計プロセス

具体的な制度設計を主導したのは，厚生省であっ

た。

1957年5月に厚生省に学識経験者ら5人の国

民年金委員が設置され，厚生省において検討が本

格的に開始され，並行して上記制度審において諮

問を受けた審議が進められた。

1958年度予算編成の過程で農林漁業団体職員

共済組合法の立案が進められ，これに前後して中

小企業退職基金構想も論じられるなどの動きが，

逆に国民年金制度の創設準備を加速させることと

なった（20）。厚生省内で事務方の準備体制が整え

られ，1958年4月事務次官を会長とする国民年

金準備委員会が立ち上げられ，その事務局長に当

時保険局次長であった小山進次郎が充てられた。

以後，国民年金制度の立案は小山（21）のリーダー

シップの下に進められることとなる。

保守合同により自民党が結成されて初めての総

選挙となった1958年5月の総選挙において，国

民年金制度の実施は，減税と並んで，公約の柱と

なった（22）。この選挙に自民党が勝利して政権を

維持したことにより，政府の方針として1959年

度制度実施が確定した（23）。

以下，制度設計プロセスのアウトラインは，次

のようなものであった。

制度審は1958年6月に岸新内閣に答申（24）（以

下「制度審答申」という。）を提出した。内容は，

各種公的年金制度相互間の通算調整の問題を持ち

越した上で，差し当たり既存の公的年金制度の適

経済科学論究 第19号
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表 国民年金制度構想案の基本的枠組みの比較

社会保障制度審議会答申 国民年金委員中間発表 政 府 案 （参考）社会党案

適用

対象

▼既存公的年金制度の適

用者及びその被扶養者

を除く国民

▼任意加入を認めない。

▼各制度間で通算措置を

講じる。

▼既存公的年金制度の適

用者を含めたできる限

り広範囲の国民（二重

加入）

▼配偶者及び無業者につ

いては任意加入を認め

る。

▼さしあたり既存公的年

金制度の適用者及びそ

の配偶者，学生・生徒

を除く国民（すみやか

に検討の上，別に法律

をもって処理すること

とされ，拠出制年金開

始時に二重加入ではな

く既存各制度との通算

制度が創設された。）

▼配偶者等は任意加入

▼既存公的年金制度を統

合して全国民を対象と

する制度とする（一般

国民年金と労働者年金

の二本立て）

財政

方式

▼拠出制（社会保険方式）

を原則としつつ，無拠

出制を恒久的に併用し

て，70歳以上の老齢

者，一定要件の障害者，

母子に対して支給

▼拠出制は積立方式

▼拠出制（社会保険方式）

を原則として，経過的，

補完的にのみ無拠出制

（制度発足時の老齢者，

拠出能力のない身体障

害者，母子世帯）を支

給

▼拠出制は積立方式

▼同左 ▼無拠出制（税方式）

▼目的税として一般国民

年金税，労働者年金税

の創設

▼目的税を特別会計に積

み立てるとしつつ賦課

方式を取り入れると説

明

拠出
・
給付

▼定額拠出・定額給付

▼高率の国庫負担（給付

費の3割）

▼同左

▼予定運用利回りと現実

利回りとの差額を国庫

負担

▼同左

▼保険料免除制度と高率

の国庫負担（給付費の

1/3）の導入

▼一般国民年金は定額，

労働者年金は定額＋所

得比例

▼高率の一般財源負担

（給付費の一般国民年

金で5割，労働者年金

で2割）

注） 厚生省年金局〔1962〕などから筆者作成



用を受ける者及びその被扶養者を除き，既存公的

年金制度の提供を受けない被用者，農林漁業者，

商工業者等の自営業者その他の一般国民を対象と

して制度を創設するものであった。

これに対して，厚生省の国民年金委員は既存の

年金制度の適用者未適用者を問わずに適用者の家

族も含めたできる限り広範囲の国民を対象とする

基本構想を同年7月に厚生大臣に説明した（25）。

また，両者とも拠出制・積立方式の年金を基本と

することでは一致していたが，国民年金委員は，

新制度ができた時すでに高齢で長期の加入期間を

持てない人，未亡人世帯，身体障害者世帯など拠

出制でカバーできない人を無拠出制度でカバーす

る（経過的，補完的な年金としての無拠出制）と

いう考え方であったのに対し，制度審答申は拠出

制年金と無拠出制年金を構造的に組み合わせて，

誰でも70歳になれば無拠出の年金が受給できる

制度（所得制限あり）として，拠出年金加入者は

65歳から年金を受給できるが70歳以上の期間は

拠出保険料で調達するのは無拠出年金との差額の

みとするものであった。

このような基本的な考え方で大きく隔たった二

つの案に直面した厚生省の事務局は，自民党に新

たに設置された国民年金実施対策特別委員会（委

員長野田卯一議員）の下で，与党と政府一体の草

案を仕上げていくことになる（26）。中尾友紀はこ

のプロセスにおいて「結果として制度審の答申で

もなく国民年金委員の意見でもない，小山の構想

が実現に向かった」（27）と評した。新制度の設計に

際し考慮すべき要素が両者によりほぼ出そろった

ことにより，この両者の中から政治的要請をも考

慮して，小山の率いる厚生省により取捨選択され

て成案に至ることとなったのである。国民年金実

施対策特別委員会は1958年12月20日国民年金

制度要綱を決定する。これに基づき，政府部内で

予算案，法案の細部に関する調整が行われ，翌

1959年2月4日国会に法案が提出された（28）。

2．3 国会論争

国民年金法案が国会に提出された後は，この種

の大規模な新規立法の審議としては，異例なくら

い順調に進み，ほぼ2か月でほとんど原案のま

ま（29）で成立した。

しかし，国会において，基本的で重要な論点が

提起されたことは忘れてはならない。それは，年

金の財源確保に係る世代間連帯の論理と「自己責

任の原則」（3.2.1に詳述）に関わる論点であった。

社会党は，政府案に対抗して，無拠出の年金法

案を提案し，政府と対峙することとなった。社会

党案は，無拠出制であることから，財源の確保の

ために一般国民年金税法案等を同時に提出して論

戦に臨んだ。年金財政の数理的な検証（30）はとも

かく，税方式の年金の財源は目的税とする案で，

この考え方自体は一つの整合性を有する政策提案

となっていた。

社会党提出法案は，税との名目になっているも

のの，提出者は「拠出，すなわち，国民が年金税

を納入して特別会計に積み立てる」と説明してお

り，さらに「積立金方式のほかに，賦課方式を取

り入れることに踏み切った」と説明した。その理

由について，「現在年金を必要とする人々に無拠

出年金を支給し，現在生産年齢にある人々の年金

を完全積立方式とすれば，現在のゼネレーション

が二重負担になり，年金のための負担は限界に達

します。この障壁を乗り越えるために，われわれ

は，われわれの親達に親孝行をする，そのかわり，

その分だけ子供達に親孝行してもらうという考え

方で，一部賦課方式を採用して，この困難を乗り

越えることにいたしました。」（社会党八木一男議

員提出者説明）（31）と説明したのである。

これに対して，政府側は拠出制・積立方式を基

本とした理由について，「みずから掛金を行い，

その掛金に応じて年金を受けるという仕組みをと

ることによりまして，老齢のように予測できる事

態に対しましては，すべての人が，若いうちから，

みずからの力でできるだけの備えをするという原

則を堅持して参りたいと考えたからでございます。

…このような建前をとりますことは，制度が将来

にわたりまして健全な発展を遂げて参りますため

の不可欠の前提と考えられるのであります。」（坂

田道太厚生大臣）（32）との答弁を行った。

社会党八木議員が説明したのは，世代間連帯の
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論理であり，今日の眼から見ても間違っていない。

賦課方式に一定の説得力があることは，厚生省の

小山自身も認めていた（33）。

国民年金制度の創設に至る政治プロセスを通観

すれば，保革の政党間の政策提案の競争が新しい

社会保障政策の実現という成果を生み出したとい

えよう。しかし，国会で社会党案が退けられ政府

案により国民年金法が成立した後，拠出制年金の

保険料徴収の準備が始められる頃になると，社会

党（34）・総評ブロックは，国民年金反対運動（加

入反対，保険料不納運動）に突き進むこととなっ

た。このことは，国民年金の実施段階で実務を担

う地方公共団体の職員組合（自治労）が反対運動

の旗を振るという意味で，厚生省にとって大きな

障害となり，厚生省は国民に対する国民年金加入

への説得に力を注ぐこととなった。

3 政策の選択

ここからは，政府案の立案の中心となった小山

進次郎の考え方に沿って，どのような考え方に基

づき，政策選択がなされていったのかを検証して

いくこととしたい。それを通じて明らかになるの

は，一方で高率の国庫負担を前提としつつ，財源

確保のための論理として，社会保険方式として保

険料徴収を確実なものとするために保険料の対価

性と建前積立方式の論理が採用される過程であっ

た。

3．1 国民年金の必要性

小山は，国民年金の必要性として，人口の老齢

化，家族制度の崩壊，防貧対策の推進の3点を挙

げた（35）。まずはこうした必要性の認識を生み出

した社会的背景を確認しておこう。

人口高齢化はこの時点ではまだ緩慢に進行して

いる段階であったが，10年後には人口の 7％が

65歳以上となり，国連基準でいう高齢化国とな

ることが見込まれるなど将来の人口高齢化に対す

る備えが意識されていた。加えてこの時代の老齢

者にとって戦争や戦後インフレーションによって

若い時代に蓄えたものが無に等しい状況となった

ことが危機感を呼び起こしたことは言うまでもな

い。

一方で，それを支えるべき伝統的な家族につい

ては，子供世帯等と同居する高齢者の比率も未だ

高いままであった（36）が，この時期，家族制度の

崩壊が強く意識されることになった。村上貴美子

は，1947年民法改正により，老親扶養義務が，

夫婦間および未成熟の子に対する絶対的な扶養義

務と分離され，親族間の一般的扶養義務とされた

ことが，老齢者の危機意識を惹起したことを指

摘（37）している。つまり，戦前の家制度が廃止さ

れ，夫婦を単位とする新しい家族制度となったこ

とに対する危機感が生じたものと考えられる。

このような状況もあって，1950年代後半には

地方公共団体が条例で敬老年金を支給する動きが

生まれてきた。もっとも，それは敬老目的の名目

的な金額にとどまるものであり，所得保障として

の内実を伴ったものではなかった。また，自らの

労働で生活することのできない障害者世帯や母子

世帯の所得保障も差し迫った課題として認識され

ていた（38）。

こうして，被用者年金保険の対象者を除くすべ

ての国民に対する年金を保障し，将来の防貧制度

として整備する政策が立案されることとなった。

当時，20～59歳人口約 43百万人のうち，公的年

金適用者は約10百万人，残る33百万人が公的年

金非適用者（39）であった。所得税納付者は約 9百

万人であり，その妻を加えた約12百万人は43百

万人の28％に過ぎない（1955年国勢調査等から

厚生省推計）（40）。

小山は，「今後の日本において親族扶養に全責

任を持たせることのできるのは，夫婦間および親

の未成熟の子に対する関係に限られ，それ以外の

関係にある人々の生活保障の責任を私的な扶養に

負わせようとすることは，方向から見ても誤りで

あるだけでなく，事実上もそれに期待することが

できなくなると考えてかかるべきであろう。」（41）

と述べ，後の1970年代後半に台頭する家族の相

互扶助に頼ったいわゆる「日本型福祉社会」（42）論

的な発想を明確に否定している。また，国民年金

は世帯単位ではなく個人単位で設計され，妻にも
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適用するという先進性を有していた。ただし，被

用者の妻は任意加入とされた（43）。

小山は，50年代の国民経済の発展が「国民が

このような事故に遭遇して窮迫の状態に陥ってか

ら救済する対策のほかに，このような事故が発生

した場合自動的に所得保障がおこなわれる施策」

という防貧対策としての国民年金の実現を可能に

した（44）と述べた。

3．2 財政方式の選択

国民年金制度の基本は，拠出制・完全積立方式

が選択された。もともと年金制度においては拠出

制・積立方式こそ正統的な財政運営方式と当時考

えられており，先行して実施されていた被用者年

金はすべて積立方式を基本としていた。にもかか

わらず，保険料を負担する所得の乏しい階層（45）

をも包含する年金制度の設計が求められたために，

国民年金の制度設計に当たっては財政方式が改め

て争点に浮上した。この難問に対処するために，

経過的，補完的な制度として無拠出の福祉年金制

度を設けつつも，基本は拠出制・完全積立方式の

年金保険制度とする方向が採られた。それに加え

て，保険料免除の制度を設けて低所得層を拠出制

年金に取り込むとともに，他の公的年金に比して

高率の国庫負担（給付に要する費用の1/3と事

務費）を導入することにより低い保険料拠出を補

い給付水準を支えることとされた。社会保険制度

としては，かなり無理をした異例な制度設計となっ

ている。ここで注目すべきは，そこまでして拠出

制・完全積立方式にこだわった理由である。

小山は，拠出制を基本とした理由として，次の

3つの点を挙げている（46）。

� 自己責任の原則～自らの力でできるだけの

備えをする

� 無拠出制は膨大な財政支出を必要とする～

特に老齢人口が将来急速に増加して行く国に

おいては，将来の国民に過重な負担

� 制度の安定性と確実性を確保する～年金を

長期にわたる確定債権として保障する～無拠

出制にするとその時々の財政および経済の諸

情勢の影響を受けやすい

3．2．1「自己責任の原則」

上記3点は相互に密接に絡み合っているが，そ

こでまず強調されたのが，「自己責任の原則」で

ある。すなわち，自らの力で自らの老後にできる

だけの備えをするという論理である。

小山は，拠出制を基本とした理由とした理由と

して，「老齢のように誰でもいつかは到達するに

違いない事態についてはもちろんのこと，身体障

害または一家の働き手である夫の死亡という事態

に対しても，あらかじめ若くて健康である間に，

みずからの力でできるだけの備えをすることは，

われわれの生活態度として当然であり，われわれ

の社会経済生活はこのような考え方すなわち自己

責任の原則を基として成り立っている。」（47）と述

べた。

小山のいう「自己責任の原則」の意味を正確に

理解するためには，概念を整理する必要がある。

「自己責任」という用語は，論者や時代により意

味内容が異なるからである。

社会保障制度は，個人の行う貧困への予防を共

同化し組織化して行うものであるという意味で財

政を通じる「共同需要の共同充足」のための制度

の一つと解され，社会を構成する人々の何らかの

連帯によって支えられるものである。これは，税

財源によって運営される公的扶助，社会福祉のみ

ならず，社会保険においても，同様である。社会

保険方式で運用される賦課方式年金は，世代間連

帯によって支えられることが明らかであるが，積

立方式による場合においても，長生きというリス

クに対して世代内連帯により支えられる原理は同

様に働く。

しかし，社会保険方式は，本人の保険料拠出が

給付の前提とされ，現役時代の年金保険料の拠出

履歴が給付に反映されることから，本人の自助努

力を奨励する仕組み（48）という側面をも有すると

いわれる。保険料が対価性（有償性）を有すると

されるのは，保険料拠出が給付の条件とされ，拠

出履歴が年金給付額に反映されるためである。こ

れは，定額給付の国民年金であれ，所得比例部分

を有する厚生年金であれ同様である。なお，社会

保険料の対価性（49）は，租税の無償性に対比する
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概念であり，個々人にとって保険料拠出が給付と

等価であることを必ず要請するものではない（50）。

さて，このような整理の上で考えると，小山の

いう「自己責任の原則」は社会保険方式の年金が

本来有する社会的連帯の性格と自助努力を奨励す

る側面という2つの面のうち，特に自助努力奨励

面を強調したものと捉えることができる。昨今人

口に膾炙している「自己責任論」，「自助努力論」

が主張するような社会保険の民営化や，社会保険

（社会保障）制度の外で個人が私的に生活防衛を

行うべしとの論理とは全く異なることに注意する

必要がある。小山にとって，社会的連帯の制度と

して国民年金を創設することは自明の前提であっ

た（国民年金法の目的規定参照（51））。その上で，

小山は自助努力の側面を強調することになる。

制度審答申は「もともと社会保障制度は，個人

の行う貧困に対する予防を，共同化し組織化して

行おうとするものであって，その意味において，

個人の責任を解除するものではない。ことに老齢

のような予定できる事故に対しては，後代の国民

に与える負担のことを考慮して，個人もできるだ

けの負担は負うべきである。…もちろん負担能力

の関係は，十分検討を要するが，一般財源たる税

の場合と異なり，国民年金については，それをみ

ずからの貯蓄のための拠出として受けとるならば，

その負担に対する意欲もおのずから異なるはずで

ある。」（52）と述べた。

ここには二つの論理が混在し，混用されている。

前段で述べられているのは社会保障制度（個人の

行う貧困の予防を共同化し組織化して行うもの）

を支えるためには個人の責任（社会的責任）が求

められるということである。これに対し，後段で

述べられているのは，国民が国民年金保険料を自

らの貯蓄のための拠出として受けとるならば，負

担意欲が増す（あるいは負担が受け入れやすくな

る），という個人負担（保険料）を受け入れても

らうための説明・説得の論理である。

この二種類の責任の論理は，おそらく意図的に

混用されていったものと考えられる。なぜなら，

国民年金のための保険料を多数の一般国民，所得

税すら免除されている人々からも円滑に徴収する

ことができるかどうかは，厚生省にとって切実な

課題であったからである。制度審は社会的責任の

論理を前段で述べているのに対し，小山の「自己

責任」の説明からは，これが抜け落ちているので

ある。

例えば，1960年12月の講演で，小山は国民年

金反対運動（本稿2.3参照）に反論して，国民年

金の四大基本原則として，拠出制，積立方式，定

額制，「年金額を納めた保険料にほぼ比例させて

定める原則」の4本柱を挙げ，この第4の原則に

ついて，他の被用者保険において働く確実に保険

料の徴収が行われる仕組み（給与からの天引き）

が国民年金にはないことを述べた上で，「そこに

おのずからなるひとつの自動的な調節作用が必要

なのであります。保険料を納めなければ，それだ

け年金額も少なくなるという自然の調節作用が必

要になってくるのであります。」（53）と述べた。そ

して，強制徴収（54）の適用を退けた。

小山には，対価性の論理を強調することによっ

て，保険料の徴収を確実なものとするとともに国

民に負担を受け入れてもらうことができる，その

場合に負担した保険料が自らの年金として返って

くるとの説明は有権者に受け入れられやすい，と

の考え方があった。

また，このような判断の背景には，当時の社会

保険に関する国民の理解度が前提にあった。当時，

国民年金の保険料に対して，これが掛け捨てにな

るのではないかとの強い懸念が農業団体側から寄

せられていた。これに対応するために，「脱退手

当金制度」という「社会連帯の思想を根底とする

社会保険と相容れないもの」も「かかる意識を持

つ農民層を社会保険制度に馴致して行くための過

渡的な手段」（55）として実施することもやむなしと

小山は判断したのである。

3．2．2 建前としての積立方式

小山のこのような考え方から，賦課方式への強

い警戒感も生まれることとなる。

小山は「賦課方式は年々の収入が年々の支出に

見合う制度であるから，年々必要とされる支出を

賄うための収入を年々の年金税で満たさなければ
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ならないが，もしこれを現在所得税を徴収してい

る者から所得税のほかに徴収しようとすれば，す

でに発表されている久保試案について試算すると

約43％だけ改正前の所得税によった場合よりも

税の賦課を引き上げなければならないという結

論になるが，このことが現実の問題としてほとん

ど不可能に近いことはいうまでもないことであろ

う。」（56）と書いた。

平たく言えば，年々の年金支給に必要な多額の

財源を毎年国民に賦課して（負担を求めて）確保

することに有権者が耐え得るのか，その時々の財

政・経済の諸事情に影響を受けて財源を確保でき

ないのではないかという懸念が「完全積立方式」

を選択させたといえる。

重要なのは，完全積立方式をとったことに関し

て，小山は後年，次のように述懐している点であ

る。「信仰的に積立方式でなければいかぬと考え

ずに，ある程度は賦課方式も考えられるという余

裕」を持ちながらも，「賦課方式をみだりに口に

して，十分な根拠もなく財政をルーズにしていっ

てはならぬから，日本の政治的風土も考えて，対

外姿勢は慎重にしよう。この考え方は，あくまで

年金を企画する責任者のわれわれの腹の中にしまっ

ておこう。日本の政治的風土からいうと，その考

え方を表に出せば，政治家諸公が寄ってたかって

初めから不健全な年金制度を作る方向へ曲げてし

まう恐れがあるから，国民年金制度の基礎が固

まるまでは，表面は頑固なまでに積立方式を守る

という態度を採っていこう。こういうことで，国

民年金の立法作業では『完全積立方式』といわ

れるものに近い在り方を堅持したわけでありま

す。」（57）

ここに現れているのは，年々の年金給付費の財

源を無拠出制で税財源から確保する場合はもとよ

り，拠出制でも賦課方式で確保する場合には必要

な財源の確保（保険料）なしに給付水準が設定さ

れるような財政規律のゆるみが生じる恐れがある

ことから，積立方式の建前を原則とする。つまり，

自らが負担した保険料の水準に応じた給付を受け

る建前の制度，給付を増額するには保険料の増額

が求められる建前の積立方式として設計するとい

う論理の道筋である。

実は，小山は，完全積立方式の弱点についても

十分に自覚し，将来における賦課方式の導入の可

能性を考慮していた。小山は，拠出制の年金額の

引上げの必要性が生じた場合に，「その際おこな

われる保険料の引上げ分を『他日その被保険者が

受けるべき年金のためのもの』とするか，もしく

は『すでに発生し，または近く発生すべき受給権

者の年金のためのもの』とするかは十分検討する

必要があろう。…情勢の推移に応じ，その必要と

する年金額を，その必要とするときに，確保しに

くいことが，完
�

全
�

積立式のいわば宿命的な弱さで

あることを考えれば，完
�

全
�

積立式をある程度まで

崩してゆくことは必然の方向であるということが

できよう。」とまで述べた。それは続けて述べる

「しかしそのためには国民年金制度が文字どおり

全国民的制度であることの確認と，かかる確認に

もとづく他の年金制度との調整の完了が先行しな

ければならず，また一部賦課方式をとり入れると

しても，どのような原則にもとづき，どの程度ま

で，とり入れることができるかについての徹底し

た理論的，数理的および技術的研究が必要」（58）と

の前提付きであった。

将来，完全積立方式はある程度修正されざるを

得ないことは，小山の予測するところであった。

しかし，完全積立方式が維持できなくなった後に

おいても，厚生省は積立方式の観念にこだわり，

長らく「修正積立方式」と称する時代が続くこと

となる。

3．2．3 財政政策の中の積立方式

当時の財政政策との関係においても，積立方式

は整合性を持っていた。

高度成長が始まろうとしていた1950年代にお

いて，財政当局に対しては，毎年，減税が強く政

治的に求められていた（59）。当時の減税は，ケイ

ンズ主義的な有効需要刺激策というより，国民の

生活水準からして，過大な税負担が強いられてい

るという認識に基づくものであった（60）。

一方で，戦後の欠乏の時代からの脱却のために

は，産業基盤の整備と社会インフラに対する政府
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による投資も同時に求められていた。戦前の日銀

引受けによる国債増発が戦後のハイパー・インフ

レーションを引き起こした反省から，公債政策を

自ら封印していた財政当局は，政府による投資の

原資を一般会計だけでなく資金運用部資金等に依

存せざるを得なかった。

資金運用部資金の原資として，国民年金の積立

金は厚生年金保険積立金同様大いに期待されたの

である。1957年に厚生年金保険特別会計預託金

が資金運用部資金原資に占める比率は 17.9％（61）

に達していたが，国民年金の積立金は「発足 7

年目に現在の厚生年金保険積立金の規模に達し，

…14年目に現在の郵便貯金の規模に達するこ

と」（62）が見込まれていた。

拠出制・完全積立方式による強制貯蓄は，この

目的にかなっていた。小山は，次のように述べた。

「そもそも古典的な積立方式の長所は，現在の消

費抑制によって投資増大を図り，将来の国民所得

増加分を老齢者の消費分として確保しようとする

点にあり，現象的にはそれは年金財源として大き

な比重を占める利子に表現される。高度の経済成

長を達成することをその至上の要請としているわ

が国民経済において，このような長所を持つ積立

式が，消費増大効果あるいは貯蓄投資削減効果を

持つ賦課式よりも，さしあたりのところ望ましい

ことはいうまでもない。」（63）こうして国民年金積

立金は，高度成長を支える財政政策の一環に組み

込まれていくことになる。

3．2．4 一般財源の制約

ここでは3.2の冒頭で示した小山の挙げた3点

の理由のうち，�及び�について，その認識の基

礎にある条件を明らかにする。それは，国庫の一

般財源の制約であった。3.2.2で述べたように積

立方式が選択された前提には，財源確保への懸念

があった。3.2.3で述べたような減税を中心とす

る財政政策が選択されている中では，年々の予算

編成において，一般財源は厳しい制約の下にあっ

た。

無拠出制を基本とする全額国庫負担の国民年金

は，膨大な財政支出を必要とすることになるのは

自明である。この「無拠出年金支給のための財政

負担に国民が耐え得るか」（64）という点が小山の指

摘した懸念であった。これは財政当局の懸念でも

ある。中尾は当時論じられていた取引高税導入の

議論が消えてしまったことにより，厚生省は税を

財源とする無拠出制年金の構想は打ち出せなくなっ

たとした（65）。これは，国民年金のための一般財

源の確保について，財政当局の理解が得難くなっ

たことを意味する。「このときの大蔵省の意見は，

財政当局として国庫負担をできるかぎり少なくす

る考え方で一貫していた。」（66）とされる。その中

で年金当局が採り得る方策は，国民年金の財源を

少しでも自前で社会保険料として調達することで

あった。

小山は，また，制度の安定性と確実性の確保の

重要性を指摘し，無拠出制では，「その支出を賄

うための収入がその時々の財政およびその経済の

諸事情の影響を受けやすく，場合によっては突発

的な財政需要激増のために年金の額をにわかに引

き下げなければならないようなことが起き兼ねな

い」（67）という。これは，年金に対する政治的支持

の安定性の課題であり，拠出制であれ無拠出制で

あれ，年金を安定的に運用するためには求められ

るものである。ここには，暗黙のうちに，保険料

拠出に対しては安定した政治的支持が得られるが，

租税財源の調達に対しては安定的な支持は得難い

との前提を置いているかのように思われる。これ

は，必要とされる一般財源に対する財政当局の理

解あるいは政治的支持の安定性，さらに言えば，

その裏側にある租税負担に国民が耐えられるかと

いう点に対する懸念があることを表している。

ここにこそ，今日にまでつながる社会保障財源

の確保を巡る課題があるといえるであろう。社会

保障という「共同需要の共同充足」の仕組みのた

めに，国民がどの程度の負担を受け入れることが

できるのか，という課題である。国民の負担には

当然のことながら，社会保険料の負担も租税の負

担も含まれるのであるが，年金当局にとっては差

し当たり，社会保険料負担を受け入れてもらうこ

とこそが至上命題であった。なぜなら，社会保険

料収入を確保しなければ国民年金という新制度を
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発足させることはできないのであり，一方で租税

負担に関しては差し当たり権限の外にある事柄だ

からである。

4 考 察

4．1 制度審による福祉国家理念の具体化

ここでは，小山のいう「自己責任の原則」の論

理を，戦後日本の社会保障の理念を歴史的に回顧

する中で，より広い視点から位置付けることを試

みたい。

戦後の福祉国家建設の目標は，日本国憲法を原

点とする。制度審は，日本国憲法第25条の規定

を「国民には生存権があり，国家には生活保障の

義務がある」ものと解して，「旧憲法に比べて国

家の責任は著しく重くなった」（68）とした。

制度審の1950年「社会保障制度に関する勧告」

は，「この憲法の理念と，この社会的事実の要請

に答えるためには，一日も早く統一ある社会保障

制度を確立しなくてはならぬと考える。いわゆる

社会保障制度とは，疾病，負傷，分娩，廃疾，死

亡，老齢，失業，多子その他困窮の原因に対し，

保険的方法又は直接公の負担において経済保障の

途を講じ，生活困窮に陥った者に対しては，国家

扶助によって最低限度の生活を保障するとともに，

公衆衛生及び社会福祉の向上を図り，もってすべ

ての国民が文化的社会の成員たるに値する生活

を営むことができるようにすることをいうのであ

る。」（69）とした。

このような生活保障の責任は国家にあるとした

上で，同時に「一方国家がこういう責任をとる以

上は，他方国民もまたこれに応じ，社会連帯の精

神に立って，それぞれその能力に応じてこの制度

の維持と運用に必要な社会的義務を果たさなけれ

ばならない。」（70）とした。

この観点に立って，同勧告は，社会保障制度が

「国民の自主的責任の観念を害することがあって
・・・・・・・・

はならない。その意味においては，社会保障の中

心をなすものは自らをしてそれに必要な経費を醵

出せしむるところの社会保険制度でなければなら
・・

ない。」（傍点筆者）（71）とした。社会保障制度は，

社会保険制度を中心とすることとした上で，国家

の直接扶助による最低限度の生活の保障は「保険

制度のみをもってしては救済し得ない困窮者」に

対する「補完的制度としての機能を持たしむべ

き」（72）としたのである。

4．2 社会保障に求められる「国民の自主的責

任」から「自己責任」への転化

制度審の1950年勧告は広汎な提言を行うが，

勧告自身が「わが国の貧弱な財政の下においては

これらすべてを一時に実現することは困難」（73）と

認めていたように制度の整備は漸進的に進められ

ることとなる。戦後復興が一応の達成をみたと考

えられる頃から，戦前・戦後に分立的に整備され

てきた被用者に対する社会保険制度から排除され

てしまっている人々に対する関心が高まり，よう

やく国民皆保険・皆年金の実現への機運が高まっ

ていったものと考えられる。こうして，社会保障

制度の整備は，ひとり厚生省や社会福祉関係者の

課題から，国政の重要課題として，具体化してい

くことになる。

しかし，既存の各制度から漏れた人々を社会保

険の体系に取り込むには重大な課題が残されてい

た。第一に，各種被用者保険においては，保険料

の徴収は給与からの天引きという形で比較的容易

に行うことが可能であるのに対し，ここから漏れ

てしまっている人々は，自営業者や零細企業の従

業員・家族従業者あるいは農業者であり，ここか

ら保険料を円滑に徴収することは，困難を伴うと

いう点である。なお，制度として先行した国民健

康保険においては，市町村が円滑に保険料を徴収

することを可能とするよう1951年に地方税法を

改正し，保険料を国民健康保険税として徴収する

ことも可能とされた（74）。

第二には現実に徴収可能な保険料の水準の問題

があった。現実に所得水準が低く，所得税すら納

めていない階層から保険料を徴収し，かつ年金額

を保障しなければならないという課題に年金当局

は直面することとなった。

そこで国民年金制度で採用されたのが，拠出制・

完全積立方式を基本としつつ，保険料免除制度を
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取り入れて保険料支払能力に乏しい者を制度に取

り込み，かつ高率の国庫負担により保険料収入以

上の給付水準を実現することであった。そこまで

して積立方式の建前にこだわったのは，国庫の財

政負担をできるだけ減らすために，国庫負担（一

般財源）とは別に，社会保険料財源を確保するこ

とが求められたためである。そのとき，社会保険

料の徴収を容易にするためには，社会保険料の対

価性に着目して自分の掛けた保険料が自分の年金

として返ってくるという説明（小山は「自己責任

の原則」と言った。）が効果があり，多くの人々

が負担を受け入れられやすいという判断があった

と考えられる。

しかし，この負担を受け入れてもらうための説

明・説得の論理は，本来，制度審が提唱して求め

た「国民の自主的責任」の観念とは大きな隔たり

があった。制度審が1950年勧告で社会保障制度

を支えるために国民に求めたのは，先に述べたよ

うに，生活保障の責任は国家にあるとの前提の上

で，これに応じる国民の側の責任として，社会連

帯の精神に立って，能力に応じて制度の維持に必

要な社会的義務を果さなければならないという点

にあったのである。つまり，国民に社会的責任を

求めたもの（75）であり，経費負担（保険料負担）

はいわばその証であった。同勧告は，社会保険料

を「社会保険税」（76）として徴収することをも同時

に求めている。同じように社会保険料の徴収確保

を図るための論理とはいえ，小山の説明した「自

己責任」（社会保険料の対価性の強調）とは異な

り，国民の社会的責任を強く求める論理が内包さ

れていたと考えられる。

この制度審が述べた「国民の自主的責任」の観

念に含まれている社会的責任の観念は，小山の説

明からは捨象されていた。この結果，小山の強調

した「自己責任」では国民負担を受け入れてもら

うための説明・説得の論理が前面に出て，「共同

需要の共同充足」を実現するための公的年金の理

解と制度の維持のために求められる社会的責任の

観念を国民に求めることが軽視されることとなっ

た。社会保障制度を支えるために国民に求められ

る責任の論理が，制度審の1950年勧告における

国民の社会的責任を内容とする「国民の自主的責

任」から，小山の説明においては建前積立方式の

年金を支える保険料の対価性を強調した自助努力

奨励のための論理としての「自己責任」へと転化

したのである。

5 結 論

国民皆年金を実現するために創設された国民年

金制度は，拠出制・完全積立方式の年金として設

計された。この際，保険料を負担する所得の乏し

い階層をも包含する制度とするために，保険料免

除の制度を設けるとともに，高率の国庫負担を導

入することにより低い保険料拠出を補い給付水準

を支えることとされた。国民年金は，社会保険制

度として，「共同需要の共同充足」のための制度

である。一方で，国民年金の実施のために，国庫

負担財源とは別に社会保険料財源を確保するため

の論理として，保険料徴収を確実にするために用

いられたのが，保険料の対価性の論理であり，建

前積立方式の財政方式であった。これは所得税の

納付すら免除されている低所得層がいわゆるボー

ダーライン層として広く存在するという歴史的制

約の中で，保険料徴収を円滑に実現するために要

請されたものである。当時の制度立案の責任者で

あった小山は，これを「自己責任の原則」と説明

した。しかし，この説明からは，国民年金制度が

「共同需要の共同充足」のための制度であり，こ

れを支えるために国民に社会的責任が求められる

ことの説明が捨象されていた。この結果，一方で

社会保険料財源を確保する論理（「自己責任の原

則」）は準備されたものの，他方で同時に求めら

れた多額の国庫負担の租税財源（一般財源）を確

保するための論理は忘れられたのである。

これが，本稿において，国民年金創設過程にお

ける財源確保の論理を検証した結果得られた結論

である。

この結論の帰結として，社会保障財源の確保に

おいて，特に対価性を有しない租税負担に関して

強い影響を与えた可能性があると考えられる。国

民年金について言えば，低所得層対策として導入
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された高率の国庫負担（発足時でも1/3,現在で

は1/2）の財源確保の必要性が軽視されることと

なった。保険料が引き上げられると自動的に国庫

負担も膨張する制度設計であるにもかかわらず，

国庫負担の増加を賄うための税の引上げの容認に

は直結しない。無償性を有する税は，自らの負担

が自分に給付として返ってくる経路が間接的で見

えにくいからである。このことは，対価性を有す

る保険料の引上げに対する容認の姿勢と対照的な
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